
毎月勤労統計のローテーションサンプリングへの
移行に係る情報提供と今後の取組

平成30年12月17日
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）

資料 ５



１ 共通事業所による前年同月比の参考提供の充実

２ 労働者数推計のベンチマークの更新による影響の公表

○現金給与総額
きまって支給する給与
所定内給与

○調査産業計

○前年同月比

○平成29年１月分まで遡及集計 ○平成28年１月分まで遡及集計

○実数

○製造業、卸売業,小売業、医療,福祉など
の主要産業

○所定外給与
特別に支払われた給与

今後公表を検討している系列現在公表している系列

今後､労働者数推計のベンチマークを更新する際は､その影響について､ホームページで公表。

※次回の労働者数推計のベンチマークの更新は、経済センサス-基礎調査の見直しが予定されている

ことから、その見直し状況及び事業所母集団データベースの整備状況を踏まえ検討。

（注）確報公表後、政府統計の総合窓口（e-Stat）で公表予定。

「継続標本（共通事業所）による前年同月比」の参考提供

（４） 今後の情報提供の充実について

第126回 統計委員会資料
資料7-2「賃金データの見方」

より抜粋（青字は追記）

①

②
③

④

⑤
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○第126回統計委員会（平成30年９月28日）資料７－２でお示しした「共通事業所による前年同月比の参考提供
の充実」について

・毎月勤労統計平成30年１月分確報から共通事業所に関する参考提供（過去１年分まで掲載）を開始（平成30年
４月）

・今後公表を検討しているとしていた系列（前ページの①～④）について（ア）（イ）のとおり対応済み

（ア）共通事業所データの拡充（所定外給与、特別給与、主要産業別、過去２年分まで掲載）することにより対
応（（①・②）毎月勤労統計平成30年８月分確報（平成30年10月））

（イ）e-Statに共通事業所データ（平成28年１月分から掲載、実数などの詳細）を掲載することにより対応
（（③・④）平成30年11月））

○このほか、平成30年１月分の標本交替等の影響に関する説明についての取組として

・変更点や変更の経緯を示した資料「毎月勤労統計調査における平成30年１月分調査からの部分入替え方式の導
入に伴う対応について」を厚生労働省ＨＰに掲載（平成30年４月）

・変更に伴い生じた集計結果への影響等を示した資料「毎月勤労統計調査における平成30年１月分調査からの部
分入替え方式に伴う対応について」を厚生労働省ＨＰに掲載（平成30年８月）

・第126回統計委員会における「分かりやすい説明資料を作成し、毎月勤労統計のＨＰで公表することが重要」
という指摘を踏まえ、説明資料「毎月勤労統計：賃金データの見方」を厚生労働省ＨＰに掲載（平成30年９
月）

（ウ）ＨＰへの掲載だけでは必ずしも利用者に着目されないことから毎月公表する資料へも掲載すべきといった
統計委員会の指摘を踏まえ、毎月勤労統計の公表資料への記載を充実

・「平成30年１月以降の賃金水準等に影響が出ていると考えられる」旨を毎月勤労統計平成30年７月分速報に
記載（平成30年９月）

・平成30年８月分速報概況資料のトップページ（ポイント囲み）に、これまでの前年比に加えて、賃金等の実
額を併記した上で、共通事業所の情報も追記。加えて、前述の「賃金データの見方」の資料にアクセスでき
るよう、掲載ＵＲＬを当該ポイント囲みにおいて案内（平成30年10月）

これまでの厚生労働省の取組
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これまでの厚生労働省の取組
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（ア）共通事業所データの拡充

平成30年７月分確報

平成30年８月分確報

過去２年分まで掲載

所定外給与、特別給与を掲載

主要産業を掲載

※労働時間についても同様に掲載



これまでの厚生労働省の取組
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（イ）e-Statに共通事業所データを掲載

e-Statに実数などの詳細を平
成28年１月分から掲載

e-Stat

CSVデータ



これまでの厚生労働省の取組
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（ウ）公表資料への記載の充実

・前年比に加えて賃金等の実額を併記
・共通事業所の情報を追記
・賃金データの見方について記載（URL案内）



○今後の取組として、労働者数推計のベンチマークを更新する際は、その影響について、ＨＰで公

表していく（１ページ目の⑤）。

平成31年１月分で次回の第一種事業所（事業所規模30人以上）の標本入替えを実施することと

している。標本入替え後、初めての公表となる平成31年１月分確報（平成31年４月頃公表）にお

いて、標本入替えの影響（※）についても速やかにお示ししたい。

※標本入替えの寄与とウエイト更新の寄与について

平成31年１月分においては、ベンチマークの更新は行わないことから、当該更新による寄

与がなくなり、標本入替えによる寄与のみとなる。

次回の労働者数推計のベンチマークの更新は、経済センサス-基礎調査の見直しが予定されてい

ることから、その見直し状況及び事業所母集団データベースの整備状況などを踏まえ検討する。

今後の取組
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